
 

○地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）（抄） 
附 則 
 （二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例） 
第七十八条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 
一 博覧会 国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和九年に開催される二千二十七年国際

園芸博覧会をいう。 
二 博覧会協会 公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会をいう。 
三 参加国等 次に掲げる外国法人（国内（この法律の施行地をいう。第六号において同じ。）

に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人をいう。以下この号、次号ロ及び第

六号において同じ。）をいう。 
イ 公式参加者（日本国政府からの博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際

機関（外国法人に限る。）をいう。ロ並びに次号イ及びハにおいて同じ。） 
ロ 公式参加者の博覧会関連業務（博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目的としな

いものをいう。）を行う外国法人で総務省令で定めるもの 
ハ 博覧会国際事務局 

四 参加国等の代表等 恒久的施設を有しない非居住者（所得税法第二条第一項第五号に規定

する非居住者をいう。第六号において同じ。）で次に掲げるものをいう。 
イ 公式参加者に勤務する者 
ロ 前号ロに規定する総務省令で定める外国法人に勤務する者 
ハ 公式参加者が当該公式参加者の博覧会の会場における展示について責任を有することそ

の他の政令で定める任務のために任命する者又はその者の当該任務に係る事務の代理をす

る者 
ニ 博覧会国際事務局の事務局長又は博覧会国際事務局の事務局の職員 

五 参加者 博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者（参加国等を除く。）を

いう。 
六 恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の

回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当

該条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、当該条約において恒久的施設と定

められたもの（国内にあるものに限る。）とする。 
イ 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定め

るもの 
ロ 非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役

務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの 
ハ 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これ

に準ずる者で政令で定めるもの 
２ 道府県及び市町村は、参加国等に対しては、当該参加国等が当該道府県又は当該市町村の区

域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が租税特別措置法第六十七条の十六の二第一

項に規定する対象国内源泉所得（次項から第五項までにおいて「対象国内源泉所得」という。）



 

に係る事業のみである場合には、第二十四条第一項及び第二百九十四条第一項の規定にかかわ

らず、法人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。 
３ 参加国等は、当該参加国等が道府県又は市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて

行う事業が対象国内源泉所得に係る事業のみである場合には、第五十三条第一項又は第三百二

十一条の八第一項の規定にかかわらず、当該道府県の知事又は当該市町村の長に対しては、こ

れらの規定による申告書を提出することを要しない。 
４ 道府県は、参加国等が行う対象国内源泉所得に係る事業に対しては、第七十二条の二第一項

の規定にかかわらず、事業税を課することができない。 
５ 参加国等は、当該参加国等が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が

対象国内源泉所得に係る事業のみである場合には、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の

二十六第一項並びに第七十二条の二十八第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該道府県の

知事に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。 
６ 道府県は、博覧会協会、参加国等若しくは参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供

する家屋で政令で定めるものを取得した場合又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交

通を確保するために供する家屋を取得した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、第七

十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、博覧

会協会、参加国等又は参加者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日においてこれらの家

屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの

家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。 
７ 道府県は、博覧会協会との間に家屋を博覧会協会に貸し付けることを内容とする契約を締結

した者（以下この項において「家屋貸与者」という。）が、当該家屋（博覧会の用に供される家

屋で政令で定めるものであつて、博覧会協会に貸し付けることにつき総務省令で定めるところ

により証明がされたものに限る。）を取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十

三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、家屋貸

与者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同

日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動

産取得税を課する。 
８ 道府県は、令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得された自動車に対し

て課すべき自動車税の環境性能割又は令和七年度から令和九年度までの各年度分の自動車税の

種別割に限り、参加国等又は参加国等の代表等が取得し、又は所有する自動車で政令で定める

ものに対しては、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割又は種別割

を課することができない。 
９ 市町村は、令和七年度から令和十年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、

博覧会協会、参加国等若しくは参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び

償却資産で政令で定めるもの若しくは第三百四十三条第七項に規定する仮使用地（以下この項

において「仮使用地」という。）又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保する

ために供する家屋及び償却資産若しくは仮使用地に対しては、第三百四十二条、第三百四十三

条第七項又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課すること

ができない。 



 

10 市町村は、令和七年度から令和十年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、

博覧会協会との間に家屋及び償却資産を博覧会協会に貸し付けることを内容とする契約を締結

した者が、当該契約に基づき博覧会協会に貸し付ける家屋及び償却資産（博覧会の用に供され

る家屋及び償却資産で政令で定めるものであつて、博覧会協会に貸し付けていることにつき総

務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。）に対しては、第三百四十二条又は第七

百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。 
11 市町村は、令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得された三輪以上の軽

自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割又は令和七年度から令和九年度までの各年度

分の軽自動車税の種別割に限り、参加国等又は参加国等の代表等が取得する三輪以上の軽自動

車又は所有する軽自動車等で政令で定めるものに対しては、第四百四十三条第一項の規定にか

かわらず、軽自動車税の環境性能割又は種別割を課することができない。 
12 指定都市等は、博覧会の会場内において設置される参加国等又は参加者が博覧会に関して行

う事業で政令で定めるものの用に供する施設に係る事業所等（第七百一条の三十一第一項第五

号に規定する事業所等をいう。）において行う事業に対しては、令和十一年三月三十一日までに

終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業所税を課す

ることができない。この場合においては、第七百一条の三十四第六項の規定を準用する。 
13 前項の規定の適用がある場合における第七百一条の四十三第一項及び第二項の規定の適用に

ついては、これらの規定中「第七百一条の三十四」とあり、及び「同条」とあるのは、「第七百

一条の三十四又は附則第七十八条第十二項」とする。 
14 第二項から前項までの規定の適用を受ける者の認定の手続その他これらの規定の適用に関し

必要な事項は、政令で定める。 
 
附 則 （令和七年三月三十一日）抄 
 （二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例に関する経過措置） 
第十五条 新法附則第七十八条第二項及び第三項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等

の施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。 
２ 新法附則第七十八条第四項及び第五項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等の施行

日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用する 
 


